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「出勤遅延防止対策の時間外メール」に関する申し入れ

６月５日、大阪仕業検査車両所において、今年度２件目の出勤遅延が発生した。

会社はその対策として、６月６日以降、３０歳未満の社員に対して出勤する前に管理

者の元へ「今から出勤します」という「出勤メール」を送信するように義務付けたと聞

く。

仮にそれが事実であれば、この「出勤メール」の作成及び送信行為は、勤務時間外の

自己の時間に当たり、強要や強制は出来ないものと考える。

よって、下記の通り申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．大阪仕業検査車両所において、３０歳未満の社員に対して、出勤前に「出勤メール」

を送信することを義務付けたのは事実なのか、明らかにすること。

２．出勤前に「出勤メール」を送信する義務付けが事実であれば、何に基づいて義務付

けたものなのか明らかにすること。

３．「出勤メール」を送信しなかった社員に対して、何か罰則等を義務付けているのか、

明らかにすること。

４．仮に罰則等がある場合は、何に基づいて罰則するのか明らかにすること。

５．｢出勤メール」の作成及び送信行為は、自己の時間であり強要･強制は出来ないと考

える。会社の見解を明らかにすること。

６．会社が「出勤メール」を強要･強制するようなことがあれば、作成及び送信行為に関

わる労働時間及び通信費を全額負担すること。仮に負担出来ない場合は、直ちに中

止すること。

以 上


